
平成九年法律第百二十三号 

介護保険法（抄） 

 

第二章 被保険者 

（被保険者） 

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区（以下単に「市町村」とい

う。）が行う介護保険の被保険者とする。 

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者（以下「第一号被保険者」という。） 

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者（以下「第二

号被保険者」という。） 

 

第四章 保険給付 

（文書の提出等） 

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受け

る者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相当するサービス

を含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、居宅介護支援（これに

相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス（これに相当するサービスを

含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）若しくは介護予

防支援（これに相当するサービスを含む。）をいう。以下同じ。）を担当する者若しくは保険

給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者（第

二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。）に対し、文書その他の物件

の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせるこ

とができる。 

（帳簿書類の提示等） 

第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等（居宅介護住宅改修費の支給及

び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。）に関して必要が

あると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った

居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の

物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被

保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等（以下「介護

給付等対象サービス」という。）の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させるこ

とができる。 

３ 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して



はならない。 

 

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 

（指定地域密着型サービスの事業の基準） 

第七十八条の四 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、市町村

の条例で定める基準に従い市町村の条例で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従

事する従業者を有しなければならない。 

２～７ 略  

８ 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又は

この法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならな

い。 

 

（指定介護老人福祉施設の基準） 

第八十八条 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員そ

の他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 

２～５ 略  

６ 指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又は

この法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならな

い。 

 

（報告等） 

第九十条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護老人福祉施

設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者（以

下この項において「開設者であった者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類の提出

若しくは提示を命じ、指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者若し

くは開設者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若し

くは指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人

福祉施設の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を

検査させることができる。 

２ 第二十四条第三項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規

定は、前項の規定による権限について準用する。 

 

第六章 地域支援事業等 

（地域支援事業） 

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者（当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被

保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住



所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章に

おいて同じ。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防

止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、

厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業（以下「介護予

防・日常生活支援総合事業」という。）を行うものとする。 

一・二 略  

２ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となるこ

とを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において

自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる

事業を行うものとする。 

一 略 

二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利

擁護のため必要な援助を行う事業 

三～六 略  

３～１０ 略  

 

（地域包括支援センター） 

第百十五条の四十六 地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業（居宅要支援被保

険者に係るものを除く。）及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業（以下「包括的

支援事業」という。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の

保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉

の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。 

２ 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。 

３ 次条第一項の規定による委託を受けた者（第百十五条の四十五第二項第四号から第六

号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。）は、包括的支援事業その他第一項の

厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじ

め、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置するこ

とができる。 

４ 地域包括支援センターの設置者は、自らその実施する事業の質の評価を行うことその

他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。 

５ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとし

て市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。 

６ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準

及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他

の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。 

７ 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サー



ビス事業者、医療機関、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、

被保険者の地域における自立した日常生活の支援又は要介護状態等となることの予防若し

くは要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための事業を行う者その他の関係者との連

携に努めなければならない。 

８ 地域包括支援センターの設置者（設置者が法人である場合にあっては、その役員）若し

くはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

９ 市町村は、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について、評価を

行うとともに、必要があると認めるときは、次条第一項の方針の変更その他の必要な措置を

講じなければならない。 

１０ 市町村は、地域包括支援センターが設置されたとき、その他厚生労働省令で定めると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域包括支援センターの事業の内容及び運

営状況に関する情報を公表するよう努めなければならない。 

１１ 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合にお

いて、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 

１２ 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定

める。 

 

第七章 介護保険事業計画 

（基本指針） 

第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律（平成元年法律第六十四号）第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）

を定めるものとする。 

２～４ 略 

 


